
委員および一般からのご意見 

①委員からの流域委員会の審議に関する意見、指摘(2005/7/25～2005/8/4) 

No. 委員名 受取日 内容 
005 千代延明憲委員 05/08/03 「伊賀上野地区治水対策 ダム案より代替案～川上ダムの集

水域比率１１％の欠陥は決定的～」が寄せられました。別紙

005-1をご参照下さい。 

 

 

②一般からの流域委員会へのご意見、ご指摘(2005/7/25～2005/8/4) 

No. 発言者 
所属等 受取日 内容 

598 自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
05/08/03 「岩倉峡の疎通量のことでいつ迄嘘をつき続けるの

か」が寄せられました。→別紙598-1をご参照下さい。

597 関西のダムと水道を考え

る会 代表 野村東洋夫氏 
05/08/02 「（異常渇水対策）「琵琶湖貯留」は丹生ダム無しで可

能」が寄せられました。→別紙597-1をご参照下さい。

596 山岡久和氏 05/07/31
「天ヶ瀬ダム再開発に伴う諸問題ついて（質問と意

見）」が寄せられました。→別紙596-1をご参照下さ

い。 

595 
宇治・世界遺産を守る会 

薮田秀雄氏 
05/07/31 「天ヶ瀬ダム再開発・毎秒１５００㌧放流について」

が寄せられました。→別紙595-1をご参照下さい。 

594 伊賀・水と緑の会 

畑中昭子氏 
05/07/29 「川上ダム事業検討をお願いします」が寄せられまし

た。→別紙594-1をご参照下さい。 
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２００５年８月３日 
伊賀上野地区治水対策  ダム案より代替案 
～川上ダムの集水域比率１１％の欠陥は決定的～ 

千代延 明憲 
 
 治水対策としてダムを論じる時、当該河川の流域面積に対するダムの集水面積の比率が

どうかという議論は常にされてきた。 
 しかし、ダム案か代替案かの選択の最終段階で、ダムの集水面積の比率というファクタ

ーが大きなウエイトで真剣に考えられているであろうか。 
 国土交通省は先般発表の「方針」の中で、上野盆地の治水対策としてダム案（川上ダム

建設、上野遊水地整備及び河道掘削）を採用し、最有力代替案（上野遊水地の越流構造の

見直し、新遊水地一箇所の増設及び河道掘削）を退けた。 
 理由は次の通りである。ダム建設計画の持上がった当初から地元には結果的に“戦後最

大洪水である昭和２８年１３号台風洪水（実績）の１．１倍の治水安全度達成”を約束し

てきた。最有力代替案は、確かに“昭和２８年１３号台風洪水（実績）には対応可能”で

あるが、地元に約束したその１．１倍の治水安全度は確保できないことから、代替案は採

用できないとのことである。 
 ここで振り返って川上ダムの集水面積の比率をみてみたい。川上ダムの集水面積は５４．

７ｋｍ2で、岩倉峡入口の流域面積の１１％に過ぎない。このことはとりもなおさず、川上
ダム集水域に想定した降雨があれば、それはダムに期待した通りの効果がでてハッピーで

ある。 
しかし、降雨が川上ダム集水域をはずれて他の岩倉峡入口の集水域に集中した場合どう

なるであろうか。戦後最大洪水の１．１倍の効果どころか、０．９倍、０．７倍の効果し

か発揮されないことも考えられる。最近の傾向である雨の偏った降り方が顕著になれば、

期待した効果がでないことは決して稀ではなくなり、ダムの効果は限定的という評価しか

できない。現に昭和２８年１３号台風時には、服部川及び柘植川流域に雨が偏って降った

といわれており、仮に当時川上ダムがあったとしても治水にどれほどの効果があったか。

今後についても同様である。 
大洪水で甚大な被害が出た後、「戦後最大洪水の１．１倍にも対応できるダムを建設して

備えていたが、運悪くダムの集水域以外に雨が集中して降ったため、ダムに期待した効果

が発現されなかった。そのため被害が甚大になった。」と説明を聞くほど惨めなことはない

と思う。 
一方最有力代替案であれば、岩倉峡入口の集水域のどこに降雨があっても、常に期待し

た効果の１００％近くが発揮される。 
河川管理者は、ダム建設を完遂して当初から地元に約束の治水安全度を実現したいとし

ているが、約束した治水安全度実現の確率が低い故、治水安全度達成の約束を守るという
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よりもダム建設の約束を守るという方に大きくウエイトが掛かっているように思えてなら

ない。 
河川管理者は、『ダム案は戦後最大洪水の１．１倍の効果まで期待できるが、その実現の

確率は高くなく運試し的要素がある。一方最有力代替案は、治水対策としては戦後最大洪

水にまで対応できるというのが最大であるが、効果の発現確率は１００％近い。従って、

ダムのない最有力代替案を採用した。』と方針をだしていれば、論理は明快であり、実効性

の高い治水対策が実現できるのであるが、と思えて残念でならない。 
 
代替案を採用するとした場合、治水効果の発現時期が大幅に遅れるという大きな問題が

ある。これに対しては、私は次のように考える。 
国の予算配分のあり方を改革することで、遅れを大きく挽回していただきたい。すなわ

ち、ダム建設事業に関しては工事の性格上予算が集中的に配分されている。しかし、河道

掘削、河道拡幅、堤防補強等の河川事業の予算は、一定枠の中で各所に分散されているの

が実態である。 
この現実を改めることは困難であることは容易に想像できる。しかし、「ダムは、他に経

済的にも実行可能で有効な方法がない場合において、ダム建設に伴う社会環境、自然環境

への影響について、その軽減策も含めて、他の河川事業にもまして、より慎重に検討した

上で、妥当と判断される場合に実施する。」として、ダム代替案重視の姿勢を強く打ち出し

ているのであるから、当然のことながらダム代替案実施に関しては、少なくともダムと同

等の予算措置ができるよう、改革を行っていただきたい。これにより、効果発現の時期は

早められる。 
予算措置は自然現象ではない。人為の世界である。長期にわたって地元住民、地元関係

自治体等を翻弄してきた償いの意も含め、上記改革を真摯に断行すべきである。 
また、利水については、三重県の利水が０．３ｍ3／ｓ程度あり、どうしてもこれだけの

量の取水が必要ということであれば、これは必ずしも川上ダムからでなくとも、隣の比奈

知ダムからの取水の可能性は十分ある。他にも検討すべき代替案もある。利水代替案をも

っと真剣に検討すれば、川上ダムは利水面からも不要という答えがえられることは間違い

ない。要はその気になるか否かである 
なお、論理をシンプルにするため、代替案は最有力案と称して実用的な案は一つしかな

いかのごとく述べてきたが、さらに工夫を重ねれば経済的に優れていて治水効果も確実な

案は他にも考えられることを付言して、私の意見を終わりにする。 
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天ヶ瀬ダム再開発に伴う諸問題ついて（質問と意見） 

 
平成 17年８月１日 

山岡久和 
 
平成 4年に瀬田川洗堰操作規則が制定された際に、二つの条件が明示されています。
ひとつは｢天ヶ瀬ダムにおいて洪水調整が開始されたときから洪水調整の後の水位低下

のための操作が開始されるまで、洗堰を全閉しなければならない。｣というものであり、

もうひとつは「枚方地点の水位が、現に零点高+5.3mを超えるおそれがあるときから枚
方地点の水位が低下し始めたことを確認するまで、洗堰を全閉しなければならない。」

というものであります。建設省は滋賀県に、早期に宇治川の流下能力を計画流量（1,500 
m3/s）まで向上させるため、瀬田川及び宇治川の河川改修、天ヶ瀬ダムの放流能力の増
大を速やかに実施することを示されました。 
 いわゆる後期放流は、数週間の長期間に及ぶことがあり、この間に発生する洪水に対

しても天ヶ瀬ダムが洪水調整機能を発揮しなければなりません。後期放流時においても

水位を洪水期制限水位以下に保つためには、洪水期制限水位において 1,500 m3/s の放
流能力を確保する必要があります。といわれています。 
 ところが、天ヶ瀬ダムの現状での放流能力は洪水期制限水位を上回るサーチャージ水

位においては約 1,800m3/sですが、洪水期制限水位においては、1,500 m3/sを下回る約
1,000 m3/sです。洪水期制限水位においては、1,000 m3/sですので、放流能力の増大を
図る必要があります。治水については、流域委員会では「既往最大洪水に対する人命被

害や床上浸水のような壊滅的被害の回避が最優先課題である。」と言われ、既往最大洪

水とは、「実績降雨による洪水で土地利用の変化を考慮して流量が最大となるものを意

味し実積の降雨パターンを引き伸ばして算定したものではない。」と言われました。

（5313型で天ヶ瀬ダム流入量は、1.0倍で 1,796mm、1.2倍で 2,593mm） 
 天ヶ瀬ダムの建設（再開発）に関する基本計画「建設省告示９９６号 平成７年４月

１７日」では、既設天ヶ瀬ダムの再開発により、天ヶ瀬ダム地点における計画高水流量

毎秒 2,300立方メートルのうち、毎秒 1,100立方メートルの洪水調節を行う。なお、琵
琶湖の水位低下のための瀬田川洗堰の操作が行われているときにおいて、流入量最大毎

秒 1,500 m3/s の放流能力を確保する。となっています。 
 治水としての計画高水流量は、大戸川ダムがない場合は、琵琶湖後期放流時の大戸川

からの流出量は、洪水ピークを過ぎて低減しているため、河道計画で想定している 300 
m3/s を下回るため琵琶湖水位が同じであっても、洗堰全開時の放流量は大きくなる。
しかしながら、宇治川の流下能力を拡大しても「淀川水系工事実施基本計画」で上限を

1,500 m3/s にしているので流せないのであります。 
 現在（整備前）は、天ヶ瀬ダム地点で、1,360 m3/s これをダムより 840 m3/s （ダム
の発電放流 186 m3/s も含めて？）と塔の島付近の宇治発電放流 60 m3/s を合わせて？
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宇治橋付近では約 900 m3/s であります。天ヶ瀬ダム再開発後は、本洪水時の天ヶ瀬ダ
ム地点では、計画高水流量 2,300 m3/s を、ダムで 1,200 m3/s （1,140 m3/s ）に調節
して、ダム以外の水量を宇治橋付近で 300 m3/s 加えて 1,500 m3/s とされた。（昭和 46
年に決定された「淀川水系工事実施基本計画」に河道整備の内容が示されている。） 
同時に琵琶湖の後期放流時では、瀬田川洗堰より 1,200 m3/s とし、大戸川より 300 

m3/s で（西笠取川、膳前谷川、つるべ川、寒谷川、曽束川等は含まれないのか？）天
ヶ瀬ダムより 1,500 m3/s を放流する計画であるが、天ヶ瀬ダムは「枚方水位が下がり
始め、かつ、天ヶ瀬ダムの貯水位が制限水位（洪水期制限水位 0.p.+72.0m）まで下が
った場合、このとき、流入量=放流量操作を行い、琵琶湖水位上昇の抑制および水位低
下に寄与する。」とされています。これは、宇治橋付近の流量としてはいくらになるの

か示されていないため、天ヶ瀬ダムの発電放流 186 m3/s (水利権量)と宇治発電の放流
61.2 m3/s （水利権量）については、後期放流 1,500 m3/s 時は発電放流はしないとい
うことですか？また、志津川、白川、寺川等がカウントされていないのは、流量が少な

いからですか？と疑問が生じます。（宇治川は 1/150の確率の整備計画であると聞いて
います。宇治川のネックポイントである塔の島地区は 1,500 m3/s の流下能力で計画さ
れています。）したがいまして、「天ヶ瀬ダムから流せる最大量は 1,500 m3/s にするた
めには、全ての発電放流はしないで、かつ、流入河川からは、微量の流量しか流れない

とき。または、天ヶ瀬ダムの発電放流 186 m3/s を含めた 1,500 m3/s 場合は、宇治発
電放流の放流はしないことになります。」この際、天ヶ瀬ダム発電放流に伴う「水利権」

はどのように運用されるのか教えてください。また、宇治橋付近でどのようにして

MAX1,500 m3/s を担保されるのですか？ちなみに 1,500 m3/s の塔の島地区（亀石あた
り）を流れる状態については、当初計画では約 2.8mの河床掘削で、すでに現在の右岸
工事が施工されました。その後、流域委員会で「出来るだけ掘削量を少なくするように」

と意見が出されたことだけにこだわり、さらに検討の結果 1.1mで流れることが可能で
あるといい、今回さらに 0.8mでも可能であるとの説明をされています。このことは、
河床の掘削をできるだけ少なくすることに終始して、水位を高くして、治水安全度を下

げただけです。同時に言われた「歴史的景観の保全」については、環境の配慮がまった

くありません。なぜならば、これは亀石付近の道路を 0.2m位嵩上げを行い、さらにコ
ンクリートのパラペットを設けるとのことであります。このときの流水面は(1,500 m3/s 
放流時)パラペットの根元（路面）まできます。この状況において天ヶ瀬ダム集水エリ
ア外に集中豪雨か、にわか雨程度まで、数ミリ/hrでもあれば、洗堰・天ヶ瀬ダムのゲ
ート操作が行われるまでに、たちまちにして内水排除が必要であり宇治市にとっては、

市民の生命・財産を守るため新たに治水対策（強制排水システム）を構築しなければな

らない大きな問題が残ります。当初から（旧河川法による計画）塔の島地区に川幅を広

げずに 1,500 m3/s を流すことについては、護岸と河床を掘削（塔の島を含む）して流
路を確保するか、護岸を嵩上げして河床勾配をきつくして流速をあげることであります。

ここには新河川法で言われている「環境」はありません。 
 次に、環境については、第 42回委員会（H17.7.21）審議資料 1-6-3 天ヶ瀬ダム再
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開発の調査検討（とりまとめ）に使用されている 28ページ、29ページに使用されてい
る写真で「現況写真」は、すでに 1,500 m3/s 放流のため改修された護岸であり、環境
を変えたものであります。ここでは、改修前の写真を委員会に開示しなければ正しい判

断はできません。 
 天ヶ瀬ダムが建設される前と今日までの川相の変化、水質の変化、生態系等について

の調査・検討がほかのダムと比べて、十分に行われて、かつ、公表されてきたように感

じられません。ダムが自然環境に与えている影響について、再開発後の予測される環境

に対するリスクの規模についての評価はどうなっているのか？また、河川の流域本来の

生態系の保全と歴史的・文化的景観の保全・継承はできているのか？ダムワーク等で多

くの市民の声を聴かれましたがどのように反映されているのか等、住民の社会的合意が

得られた計画になっているのか？疑問です。 
 過去には天ヶ瀬ダム再開発に伴う景観検討委員会、天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委

員会が設けられ審議されてきましたが、一般公募の委員が何名選出されましたか？また、

情報の公開・傍聴等の手続き、並びに、一般市民の意見の聴取がありましたか。ほとん

どの市民が知らないのではありませんか。「宇治川塔の島地区の歴史的景観の保全に最

大限の配慮をする必要がある。」と流域委員会も言われていますが、現状の事業と計画

内容からはとても感じられません。 
 琵琶湖の浸水被害の軽減と、琵琶湖の環境改善を主たる目的で淀川・宇治川の洪水調

節にも役に立つ天ヶ瀬ダムの再開発を否定している訳ではありません。琵琶湖周辺の開

発が進めば、いずれ瀬田川からの放流量を増やさなければならないことは誰でもわかり

ます。 
 しかしながら、宇治市には宇治川を中心とした歴史と文化があります。川幅を広げな

いで塔の島地区に 1,500 m3/s を安全に流下させ、歴史と景観を保全するためには、洗
堰、鹿跳渓谷、天ヶ瀬ダムと同じようにどうして塔の島地区のバイパストンネル案を検

討されないのでしょうか。また、すでに施工された護岸、導水路や締め切り堤の撤去、

塔の島の切り下げ等も含めて、検討するべきです。公募による多くの住民の参画と情報

の公開を前提とした新しい検討委員会を立ち上げて、十分に検討をしていただきたいと

おもいます。 
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２００５年７月３０日 

淀川水系流域委員会 様 

                           宇治・世界遺産を守る会 

                           薮田 秀雄 

 

       天ヶ瀬ダム再開発・毎秒１５００㌧放流について  

 

１、私たちは、この間、①毎秒 1,500 ㌧放流のための宇治川河床掘削に関連する５つの

工事（塔の島と橘島の東半分の掘削、塔の川締切堤、天ヶ瀬吊り橋→塔の川の導水管敷

設、亀石直下の埋め立て、宇治橋左岸上流の埋め立て）によって、宇治川への転落・死

亡事故など人命の危機、環境・景観破壊が進行している、②宇治川の改修は世界遺産一

体となった宇治川の自然・歴史的景観がもつ特別の価値を認識して、最大限の慎重さが

求められ、現在、環境・景観の修復が求められている、③天ヶ瀬ダム再開発、1,500 ㌧

放流計画の再検討、歴史的景観の保全のために宇治川本川の掘削計画の変更が必要であ

ることを提起してきました。 

 

新たに委員になられた方は、流域委員会への意見書（336，337，339，355，357，

381、415、475、499、04年 12月 24日意見書ほか）、住民説明会（宇治会場お

よび京都会場）での質問・意見、「住民の意見を聴く会」（05年 12月５日）での意見、

「天ヶ瀬ダムワークの意見書」、また宇治市の意見書を参照していただきたいと考えます。 

  

２、今回、淀川水系流域委員会へ報告された「天ヶ瀬ダム再開発に関する方針」を見た時、

私たち住民の意見は一体どのように扱われているのか、国土交通省は住民の意見の反映

という河川法の要請は無視できないことから、住民の意見は聞くが、聞きおくというこ

とになっているのではないかとさえ考えざるを得ません。 

流域委員会は「事業中のダムについての意見書」（05年1月１２日）において「天ヶ

瀬ダムからの放流能力の増大方法・増大量のほか、・・・、宇治川の流下能力の増大方法

についての調査・検討をより詳細に行い、」としていたが、河川管理者からはこの意見を

踏まえた検討結果の報告も無いまま、天ヶ瀬ダム再開発実施の結論のみを出している。

このことは極めて遺憾です。 

 

３、下記の点について流域委員会の審議を通じて明らかにしていただきたい。 

質問第１ 

「瀬田川洗堰の全閉ルールについて、滋賀県が見直しを提案している。淀川水系の治

水の根本的な課題の一つとして、見直しも含め瀬田川洗堰の全閉ルールのあり方につい

て検討してゆく」としている。いま琵琶湖の治水・利水・環境面から瀬田川洗堰の操作
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規則の見直し検討が課題となっているが、その検討結果は出されていない。その検討結

果と関係なく、瀬田川洗堰の放流量だけが決まるというのは合点がゆかない。 

 

質問第２  

「宇治川塔の島地区の改修規模は1,500㎥ ／秒なので、琵琶湖から放流できる最大

量も1,500㎥ ／秒になる」（審議資料1－6－3「天ヶ瀬ダム再開発の調査結果（とり

まとめ）」１０ページ）と記しているが、琵琶湖から毎秒1,500㌧放流している時、大

戸川の流量はゼロであるのか。大戸川の流量毎秒300㌧を考慮すると毎秒1,800㌧が

天ヶ瀬ダムに流入することになる。琵琶湖から毎秒 1,500 ㌧放流できるのは大戸川流

量がゼロの時であり、記述は不正確でないか。 

 

質問第３ 

天ヶ瀬ダムの放流量を洪水期制限水位で毎秒１５００㌧の放流能力を計画しているが、

天ヶ瀬ダムで毎秒１５００㌧放流すれば、下流で合流する宇治発電所の流量 毎秒６０

㌧や志津川の流量を合算すると宇治橋付近での基本計画高水量 毎秒 1,500 ㌧を超え

ることになるが問題はないのか。天ヶ瀬ダム毎秒 1,500 ㌧放流の時、宇治発電所の流

量はゼロであるのか。明らかにされたい。 

 

質問第４ 

宇治川の自然環境、歴史的景観を破壊する原因は、毎秒 1,500 ㌧の流下能力をもた

せるための宇治川塔の島地区の河床の掘削計画である。 

現在、宇治川の景観・環境をすでに損壊している工事がすべてこの河床掘削の関連工

事である。 

掘削量は当初計画の平均３．３ｍが１．２ｍ、１．１ｍになり、昨年９月には０．８

ｍに変更された。 

方針は「宇治川塔の島の開削については、景観を保全する観点から掘削量をできるだ

け抑制するとともに、掘削形状についても検討を行います」としている。 

そこで大いなる疑問ですが、河川管理者自身が宇治川塔の島地区で流下能力が一番小

さい場所であると述べている亀石付近において、護岸工事の名目で、宇治川右岸の亀石

直下から観流橋までの間を天端で７ｍ、川底で１４ｍ、高さ３．６ｍ、長さ１５０ｍ程

度、宇治川を埋め立てたことは納得できない矛盾です。これは何が目的ですか。明らか

にされたい。 

これを撤去すれば、流下能力はいくら増加しますか。 

 

質問第５ 

宇治川の本川河床掘削のために派川である塔の川を締切堤で締め切ったが、宇治商工
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会議所の委員会のある意見によればこの締切堤を撤去し塔の川も宇治川本川と同じ深さ   

まで掘削してはどうかという意見がある。塔の川の締切堤を撤去すれば流下能力はいく

ら増加しますか。 

  

質問第６ 

私たちは、世界遺産と一体となった宇治川の歴史的景観を保全するためには、河床を

掘削するべきでないと考える。 

掘削以外の方法を検討するべきで、鹿跳渓谷の景観保全のためにバイパス・トンネル

を計画していることを考えると塔の島地区においてもバイパス・トンネルを検討すべき

であると意見を出している。 

国土交通省と流域委員会に提出された「天ヶ瀬ダムワークの意見書」（04年 12月１

日）でも「塔の島の景観保全のための代替案を検討すること」として、「河床掘削を極力

減らすための代替案の検討」、「塔の島地区をバイパスするトンネル案を検討すること」

の意見が出されている。 

私たちの「質問及び意見書」（05年 8月６日）の「天ヶ瀬ダムから宇治川 JR鉄橋下

流へのバイパス・トンネルの検討」に対して、河川管理者は昨年１１月２４日付で「迂

回トンネルについては、地形や民家の密集情況から現実的でないと判断していますが、

代替案の一つとして課題や問題点を整理して報告したい」と回答書をよせている。同様

の内容は、「琵琶湖～宇治川までの流下能力 毎秒１５００㌧整備について」（第6回ダ

ムWG資料１－２《平成16年 10月 4日》、琵琶湖河川事務所）に示されている。 

河川管理者は、私たちの意見に対して、これまでいかなる検討を行ったのか明らかに

されたい。また「天ヶ瀬ダムワークの意見書」の「塔の島地区をバイパスするトンネル

案を検討すること」という意見をどのように受けとめているのか明らかにされたい。バ

イパス・トンネルについて更なる検討を求めたい。 

 

質問・意見７ 

「掘削方法については、平成１７年度に『宇治川塔の島周辺景観検討会（仮称）』を開

催し検討してまいります」（審議資料１-6-3 「天ヶ瀬ダム再開発の調査結果（とりま

とめ）」２８ページ）としている「宇治川塔の島周辺景観検討会（仮称）」についての質

問・意見です。 

流域委員会は「事業中のダムについての意見書」（05年1月 22日）の「天ヶ瀬ダム

再開発」の「（４）宇治川の流下能力の増大」において「宇治川の歴史的・文化的景観に

配慮して河床の掘削量をできるだけ抑えるとともに、過去の景観との対比を通じた新た

な景観の創出を目指す改修計画を地域住民とともに構築することが重要である」と指摘

している。私たちも、「『事業中のダムについての意見書（案）』の天ヶ瀬ダム再開発につ

いての意見」（04年 12月 24日、委員会宛）において、「世界遺産と一体となった」「新
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たな景観の創出を目指す改修計画を地域住民と構築する」ためのシステムが必要であり、

その一つとして「地域住民、市民団体が参加する『宇治川委員会』」（仮称）の設置」が

必要であると意見してきました。 

今回設置される「宇治川塔の島周辺景観検討会（仮称）」は、単に掘削方法についてだ

けを検討するのでなく、「世界遺産と一体となった」宇治川の「新たな景観の創出を目指

す改修計画を地域住民と構築する」ための検討会にしてもらいたい。私たちも参加した

いと考えている。 

淀川水系流域委員会の新規委員は公募したのですから、同様に、「宇治川塔の島周辺景

観検討会」も委員を広く住民に公募し、幅広く意見が反映できるものにしていただきた

い。河川管理者の考えはどうか。委員会としても河川管理者に委員公募を要請していた

だきたい。 

 

質問８ 

審議資料1-6-3 の「天ヶ瀬ダム再開発の調査検討（とりまとめ）」の28ページ、29

ページに掲載された宇治川の「現況写真」は 1,500 ㌧放流のための工事によってすで

に大きく様変わりした後の写真である。０．８ｍ掘削時のフォトモンタージュとの比較

は、本来、関連工事実施以前の情況写真と比較するのが天ヶ瀬ダム再開発による影響を

正確に認識する時に必要であると考える。 

 関連工事によって大きく様変わりしてしまった現況とさらなる工事による予測のフォ

トモンタージュの比較という手法は、意図的であるなしを問わず、天ヶ瀬ダム再開発に

よる自然・歴史的景観の破壊・変化を小さく見せてしまう危険性がある。 

 

質問９ 

低周波振動 

天ヶ瀬ダムで毎秒 1,500 ㌧放流を行った場合の低周波振動の増大に対して低減策を検

討するとしているが、コンジットゲート３門による毎秒 900 トン放流からコンジットゲ

ート５門による毎秒 1,500 ㌧放流にした場合、どのような低周波振動の低減方策がある

と考えているのか明らかにされたい。 

平成 13年、15年、16年の調査結果を明らかにされたい。  

以上 

 
















